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１.財務書類４表の概要 

 

地方公共団体の会計制度は、その年にどのような収入があり、それをどのように使

ったのかといった現金主義会計を採用しており、作成する決算書は単年度会計による

単式簿記を用いた収支決算に基づいています。しかし、この現金主義会計では、現金

の動きがわかりやすい反面、これまで整備してきた資産などの情報や行政サービス提

供のために発生したコスト、将来負担しなければならない負債などのストック情報が

得られず、長期的かつ総合的な情報が不足してしまうといった弱点があることから、

平成１９年１０月に、総務省から「新地方公会計制度実務研究会報告書」が公表され、

発生主義の考え方を取り入れた「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」という２

通りの作成モデルが示され、全国の自治体は財務書類を作成してきました。 

しかし、複数の基準により作成された財務書類では自治体間の数値の比較が困難で

あることに加え、多くの自治体において固定資産台帳を備えず、決算統計のデータを

用いた簡易な作成方法が主流となっており、本格的な複式簿記・発生主義の導入が進

まないといった課題がありました。 

そこで、平成２７年１月に総務省から示された「統一的な基準による地方公会計の

整備促進について」及び「統一的な基準による地方公会計マニュアル」により、平成

２７年度から２９年度の３年間で全ての地方公共団体において「統一的な基準」によ

る財務書類を作成することになりました。 

本町においては、これまで「総務省方式改訂モデル」により財務書類を作成してい

ましたが、平成２８年度決算より「統一的な基準」による財務書類（貸借対照表、行

政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を作成し公表していきます。

複式簿記に基づき発生主義の概念を取り入れた財務書類により、上里町が所有する全

ての資産と負債の状況などを把握し、さらなる財政の健全化に努めてまいります。 
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○財務書類４表の各表には次のような特徴があります。 

 

① 貸借対照表 

貸借対照表は、年度末時点における財産（資産）とその調達財源（負債・純資

産）の状況を示したものです。調達財源のうち、負債と純資産は返済義務の有無

で区別されます。負債は将来返済する義務がありますが、純資産は将来返済する

義務はありません。 

資産には、道路や公園、小中学校などの「公共資産」や、貯金である「基金」、

税金などの未納分である「未収金」などが含まれています。また、負債には借金

である「地方債」や職員の退職金の総額である「退職手当引当金」、職員の賞与

に対する「賞与等引当金」などが含まれています。純資産には国や県から受け取

った補助金やこれまで受け取った税金、手数料などが含まれています。 

 

②行政コスト計算書 

行政コスト計算書は、１年間の行政サービスに費やされた行政資源の額（コス

ト）を示したものです。行政コスト計算書は「経常費用」「経常収益」「臨時損

失」「臨時利益」から構成されます。経常費用は、職員の「人件費」や事業を民

間委託した場合の委託料などの「物件費」、医療・福祉などの「社会保障給付費」

などから構成されています。また、経常収益は、サービスの対価として受け取っ

た「使用料・手数料」や「諸収入」などから構成されています。税金などはサー

ビスの対価ではないため、経常収益には含まれません。 

「純行政コスト」は、行政コストから行政サービスを受けた人が負担した金額

と臨時損失と臨時利益の差額を差し引いた残りの金額です。義務教育やごみ収集、

道路など行政サービスのほとんどはサービスの対価を受け取りません。そのため、

通常はプラス（経常費用＞経常収益±臨時損益）となります。 

 

③純資産変動計算書 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の１年間の変動内容を示したもので、

税金などサービスの対価でない収入は純資産変動計算書に含まれます。純資産が

増加していれば、将来世代のために資産を積み増していることになります。 

 

④資金収支計算書 

資金収支計算書は、１年間のお金の動きです。「業務活動収支」「投資活動収

支」「財務活動収支」から構成されます。「投資活動収支」は、道路や公園、小

中学校などに関係するお金の動きです。「財務活動収支」は、借金の返済や借入

に関係するお金の動きです。「業務活動収支」は投資・財務活動収支に含まれる

もの以外のお金の動きです。 
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○財務書類４表の関係 

 

 

①貸借対照表 ②行政コスト計算書

資産 負債

　…

　…

　… 純資産

　…

④資金収支計算書 ③純資産変動計算書

＝

本年度末資金残高

収入

－

支出

＝

＋

本年度資金収支額

＋

（±）その他（無償所管換等）

本年度末純資産残高

＋

＋

＋

＝

前年度末資金残高

現金預金

純行政コスト

前年度末純資産残高

(－)純行政コスト

税収等、国県等補助金

経常費用

経常収益

（±）臨時損益

＝

－
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２．連結の範囲 

財務書類４表は、次の区分により、それぞれ作成しています。 

① 普通会計 

② 上里町全体連結（町を構成する全ての会計を連結） 

③ 各種関係団体連結（町と連携協力して行政サービスを実施している各種関係

団体を１つの行政サービス実施主体とみなして連結） 

会　計　名　・　団　体　名
連結
方法

　水道事業

　下水道事業

法非適用企業 　農業集落排水事業特別会計

　国民健康保険特別会計

　介護保険特別会計

　後期高齢者医療特別会計

　上里町土地開発公社

　上里町文化振興協会

　上里町社会福祉協議会

　児玉郡市広域市町村圏組合

　本庄上里学校給食組合

　埼玉県市町村総合事務組合

　彩の国さいたま人づくり広域連合

　埼玉県後期高齢者医療広域連合

一般会計 　一般会計

普
通
会
計

普通会計に属さない特別会
計のうち、公営企業会計以
外のもの

全
　
　
部
　
　
連
　
　
結

法適用企業

比例連結
(負担割合
等による)

全部連結

一部事務組合・広域連合

第三セクター等

区　　　　　　分

公営企業会計公
営
事
業
会
計

出
資
法
人
等

地方三公社

対　象　範　囲

①
普
通
会
計

財
務
諸
表

②
地
方
公
共
団
体
全
体
財
務
諸
表

③
連
　
結
　
財
　
務
　
諸
　
表

 

 

３.財務書類作成上の前提条件 

（１）作成モデル 

統一的な基準により作成しています。 

（２）対象 

財務書類４表は、次の３種のものを作成しています。 

①普通会計 

②地方公共団体全体（上里町の全ての会計を合算したもの） 

③連結団体（上里町全会計と上里町の関連団体を合算したもの） 

（３）対象年度及び作成基準日 

対象年度は令和５年度とし、作成基準日は令和６年３月３１日です。 

なお、出納整理期間（令和６年４月１日から令和６年５月３１日まで）の令和

５年度収支にかかる出納は、作成基準日までに終了したものとしています。ま

た、企業会計を採用している会計及び連結対象法人には出納整理期間がないた

め、３月３１日現在で未収金・未払金がある場合は、それを未収金・未払金と

して計上しています。ただし、上里町の各会計間や連結団体の各団体間におけ

る未収金・未払金について、出納整理期間中に収入・支出されたものは、現金

決済が当期内に完了したものとしています。  
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（４）基礎数値 

原則として、会計年度中の歳入歳出執行データ及び固定資産台帳データを用

いて作成しています。企業会計を採用している会計及び連結対象法人にあって

は、それぞれ固有の会計基準に基づいて作成された財務書類を用いていますが、

連結様式に統一するために各項目の組替えや調整を行っていることから、各会

計及び各団体が固有に作成している財務書類とは違いが生じています。  

（５）連結について 

「地方公共団体全体」については上里町の全会計を１つの行政主体とみなし

て、また「連結団体」については全ての連結対象法人を１つの行政主体とみな

して連結しているため、各会計間あるいは各団体間の繰出金、負担金、補助金

等の収支は相殺消去しています。 

地方三公社については土地開発公社を、第三セクター等については上里町文

化振興協会、上里町社会福祉協議会を連結団体とし、全額を連結しています。 

一部事務組合・広域連合については、上里町が加入している一部事務組合等

を連結団体とし、上里町の負担割合に応じた金額で連結しています。 
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４．各財務書類４表 

 

（１）普通会計財務書類４表 

 

○貸借対照表（Ｐ７） 

上里町は一般会計等において、これまでに４２７億４千万円の資産を形成

してきました。そのうち、純資産である３４２億８千万円は過去の世代や、

国や県からの負担で支払いが済んでおりますが、負債となる８４億６千万円

は将来世代の負担となるものです。   

これまでに形成した資産と、将来の町民の負担となる負債を町民１人当た

りに換算すると一般会計等では、１４０万円の資産に対して２８万円の負債

となります（令和５年度末日人口：３０，４８３人で算出） 

 

○行政コスト計算書（Ｐ８） 

令和５年度の経常費用の合計９９億８千万円から、町民の皆様にご負担い

ただいた使用料等を差し引いた純経常行政コストは９６億１千万円となっ

ています。 

純経常行政コストから臨時損失と臨時利益を加えた純行政コストについ

ては９７億２千万円となり、この不足分については町税や地方交付税、国や

県からの補助金などで賄っています。 

純経常行政コストに占める経常収益の割合をみると（経常収益／経常費

用）、行政サービスを受けた人がそのサービスの対価として支払っているお

金の割合は３．７％となります。 

 

○純資産変動計算書（Ｐ９） 

令和５年度の普通会計の純行政コストに一般財源、補助金等の収入を加味

した結果、純資産は当該年度に７億円減少し３４２億８千万円となり、次年

度へ引き継ぐ資産が減少しています。 

 

○資金収支計算書（Ｐ１０） 

資金は前年度末の残高から比較すると大きな増減はありませんが、期末資

金残高は８億円となっています。  

内訳を見てみると、「業務活動収支」が８億円のプラス、「投資活動収支」

が４億９千万円のマイナス、「財務活動収支」が５億１千万円のマイナスと

なります。なお、歳計外現金の残高が２億円の増加となり、これは統一的な

基準に基づき歳計外現金基準日の見直しを行ったことによります。 
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【様式第１号】

貸借対照表
（令和 6年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 39,346,063 固定負債 7,457,672 

有形固定資産 35,807,558 地方債 6,412,815 
事業用資産 11,294,235 長期未払金 - 

土地 3,490,165 退職手当引当金 1,044,857 
立木竹 50,986 損失補償等引当金 - 
建物 19,680,407 その他 - 
建物減価償却累計額 △ 13,197,779 流動負債 1,001,368 
工作物 1,426,197 １年内償還予定地方債 786,871 
工作物減価償却累計額 △ 798,132 未払金 - 
船舶 - 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 - 前受金 - 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 4,680 
航空機 - 預り金 209,816 
航空機減価償却累計額 - その他 - 
その他 - 8,459,039 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 642,391 固定資産等形成分 41,921,410 

インフラ資産 24,468,431 余剰分（不足分） △ 7,644,322 
土地 11,185,174 
建物 479,989 
建物減価償却累計額 △ 385,023 
工作物 33,802,277 
工作物減価償却累計額 △ 20,999,413 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 385,426 

物品 513,256 
物品減価償却累計額 △ 468,363 

無形固定資産 5,921 
ソフトウェア 5,865 
その他 56 

投資その他の資産 3,532,584 
投資及び出資金 542,040 

有価証券 - 
出資金 49,101 
その他 492,939 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 93,420 
長期貸付金 - 
基金 2,908,969 

減債基金 - 
その他 2,908,969 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 11,845 

流動資産 3,390,064 
現金預金 804,445 
未収金 11,190 
短期貸付金 - 
基金 2,575,347 

財政調整基金 1,641,358 
減債基金 933,988 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 917 34,277,088 

42,736,128 42,736,128 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

埼玉県児玉郡上里町
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【様式第２号】

行政コスト計算書
自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 9,982,020 

業務費用 5,212,196 

人件費 1,523,596 

職員給与費 1,279,782 

賞与等引当金繰入額 4,680 

退職手当引当金繰入額 - 

その他 239,134 

物件費等 3,460,766 

物件費 2,031,449 

維持補修費 216,461 

減価償却費 1,212,855 

その他 - 

その他の業務費用 227,835 

支払利息 20,879 

徴収不能引当金繰入額 917 

その他 206,038 

移転費用 4,769,824 

補助金等 2,584,663 

社会保障給付 1,411,337 

他会計への繰出金 772,556 

その他 1,269 

経常収益 367,373 

使用料及び手数料 100,058 

その他 267,315 

純経常行政コスト 9,614,647 

臨時損失 104,500 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 103,241 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 1,259 

臨時利益 - 

資産売却益 - 

その他 - 

純行政コスト 9,719,147 

科目

埼玉県児玉郡上里町
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【様式第３号】

純資産変動計算書
自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 34,980,536 43,078,145 △ 8,097,609 

純行政コスト（△） △ 9,719,147 △ 9,719,147 

財源 9,464,722 9,464,722 

税収等 6,859,386 6,859,386 

国県等補助金 2,605,336 2,605,336 

本年度差額 △ 254,424 △ 254,424 

固定資産等の変動（内部変動） △ 707,711 707,711 

有形固定資産等の増加 800,853 △ 800,853 

有形固定資産等の減少 △ 1,278,303 1,278,303 

貸付金・基金等の増加 710,492 △ 710,492 

貸付金・基金等の減少 △ 940,753 940,753 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 449,023 △ 449,023 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 △ 703,447 △ 1,156,735 453,287 

本年度末純資産残高 34,277,088 41,921,410 △ 7,644,322 

科目 合計

埼玉県児玉郡上里町
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【様式第４号】

資金収支計算書
自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 8,804,496 

業務費用支出 4,034,672 
人件費支出 1,645,127 
物件費等支出 2,285,504 
支払利息支出 20,879 
その他の支出 83,161 

移転費用支出 4,769,824 
補助金等支出 2,584,663 
社会保障給付支出 1,411,337 
他会計への繰出支出 772,556 
その他の支出 1,269 

業務収入 9,604,158 
税収等収入 6,850,524 
国県等補助金収入 2,534,599 
使用料及び手数料収入 100,441 
その他の収入 118,595 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 - 
業務活動収支 799,662 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,417,918 
公共施設等整備費支出 801,052 
基金積立金支出 603,303 
投資及び出資金支出 13,563 
貸付金支出 - 
その他の支出 - 

投資活動収入 930,028 
国県等補助金収入 88,009 
基金取崩収入 841,056 
貸付金元金回収収入 962 
資産売却収入 - 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 487,890 
【財務活動収支】

財務活動支出 917,448 
地方債償還支出 917,448 
その他の支出 - 

財務活動収入 406,034 
地方債発行収入 406,034 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 511,414 
本年度資金収支額 △ 199,643 
前年度末資金残高 799,320 
本年度末資金残高 599,677 

前年度末歳計外現金残高 11,273 
本年度歳計外現金増減額 193,495 
本年度末歳計外現金残高 204,768 
本年度末現金預金残高 804,445 

科目

埼玉県児玉郡上里町
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1　重要な会計方針
(1)　有形固定資産等の評価基準及び評価方法

　原則として取得原価により計上しています。ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものは備
忘価額１円としています。なお、行政サービス提供能力が著しく減少した場合等は、相当の減額を行った後の価
額で計上しています。また、物品は「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」６５段落により原則として取得
価額または見積価格が５０万円以上（美術品は３００万円）以上の場合にその取得価額を資産として計上してい
ます。

(2)　有形固定資産等の減価償却の方法
　「上里町固定資産台帳更新要領」に定める耐用年数に基づき、定額法により算定しています。

(3)　引当金の計上基準及び算定方法
ア徴収不能引当金
　長期延滞債権、未収金、貸付金及び基金貸付金の徴収不能又は回収不能に備えるため、徴収不能見込額又は回
収不能見込額を計上しています。
イ賞与等引当金
　職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額等のうち、財務諸表作成基準日において発生してい
ると認められる金額を計上しています。
ウ退職手当引当金
　職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務諸表作成基準日において在職する職員が自己都合により退職
するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。

(4)　リース取引の処理方法
　ファイナンス・リース取引については通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっています。

(5)　資金収支計算書における資金の範囲
　地方自治法第235条の4第1項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

(6)　その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
ア　消費税及び地方消費税の会計処理
　　税込方式によっています。

2　追加情報（財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項）
(1)　対象範囲

　一般会計

(2)　出納整理期間について
　地方自治法第235条の5の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度にかかる出納整理期間（令
和6年4月1日～5月31日）における現金の受払等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

(3)　表示金額単位
　各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

(4)　地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況
　・実質赤字比率　　　　　―
　・連結実質赤字比率　　　―
　・実質公債費比率　　　 9.2％
　・将来負担比率　　　　　―

(5)　繰越事業に係る将来の支出予定額
　繰越明許費（一般会計）　32,798,600円
  事故繰越し（一般会計）　 1,342,440円

3　追加情報（貸借対照表に係るもの）
(1)　売却可能資産

　売却可能資産の範囲は、翌年度において財産収入として措置されている公共資産としています。今年度は該当
する資産はありません。

(2)　基金借入金（繰替運用）の内容

(3)　地方交付税措置のある地方債

注記

埼玉県児玉郡上里町
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　地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見
込まれる金額
　　6,920,939千円

(4)　将来負担に関する情報
　普通会計の将来負担額　　　　　　　　　　　　　 10,756,084千円
　[内訳]普通会計地方債残高　　　　　　　　　　　　7,199,686千円
　　　　債務負担行為支出予定額　　　　　　　　　 　　 7,750千円
　　　　公営事業地方債負担見込額　　　　　　　　　2,139,448千円
　　　　一部事務組合等地方債負担見込額　　　　　　　287,515千円
　　　　退職手当負担見込額　　　　　　　　　　　　1,121,685千円
　　　　第三セクター等債務負担見込額　　　　　　　　　　　0千円
　　　　連結実質赤字額　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千円
　　　　一部事務組合等実質赤字負担額　　　　　　　　　　　0千円

　基金等将来負担軽減資産　　　　　　　　　　　　 13,262,067千円
　[内訳]地方債償還額等充当基金残高　　　　　　　　5,626,551千円
　　　　地方債償還額等充当歳入見込額　　　　　　　　　　  0千円
　　　　地方債償還額等充当交付税見込額　　　　　　7,635,516千円
　(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債　　△2,505,983千円

(5)　自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額
　当該年度は該当ありません。

4　追加情報（純資産変動計算書に係るもの）
(1)　純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

　貸借対照表の純資産における固定資産等形成分とは、資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、固定資産
の額に流動資産における短期貸付金及び基金を加えた額を計上しています。また、余剰分（不足分）とは、費消
可能な資源の蓄積（原則として金銭）をいい、流動資産（短期貸付金及び基金を除く）から負債を控除した額を
計上しています。

5　追加情報（資金収支計算書に係るもの）
(1)　基礎的財政収支

　業務活動収支（支払利息支出を除く）　　  820,541千円
　投資活動収支　　　　　　　　　　　　　△487,890千円
　基礎的財政収支　　　　　　　　　　　　　332,651千円

(2)　資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳
資金収支計算書の業務活動収支　　　      799,662千円
　投資活動収入の国県等補助金収入　　     88,009千円
　未収債権、未払債務等の増加　　　　　△505,212千円
  減価償却費                        △1,212,855千円
  賞与等引当金繰入額              　　　  4,680千円
  退職手当引当金繰入額 　　　　　　　　　     0千円
  徴収不能引当金繰入額 　　　　　　　　　   917千円
  資産売却益　　　　　　　　　　　　　　      0千円
　資産除売却損　　　　　　　　　　　　△103,241千円
純資産変動計算書の本年度差額　　　　　△254,424千円

(3)　一時借入金
　一時借入金の借り入れはありません。なお、一時借入金の限度額は500,000千円です。

埼玉県児玉郡上里町
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■普通会計財務諸表による状況分析 

 

①社会資本形成の世代間負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成割合を見ること

により、これまでの世代（過去及び現世代）によって既に負担された割合がわか

ります。また、地方債をとらえれば、これから返済しなければならないものであ

ることから、将来の世代によって負担する割合を見ることができます。 

 

社会資本形成の過去及び現世代負担比率＝95.7％ 

計算式＝【純資産合計】34,277,088千円÷【有形固定資産】35,807,558千円×100 

 

社会資本形成の将来世代負担比率＝20.1％ 

計算式＝【地方債残高】7,199,686千円÷【有形固定資産】35,807,558千円×100 

 

平均的な値は、過去及び現世代負担比率は５０％～９０％の間、将来世代負担

比率は１５％～４０％の間の比率とされています。過去及び現世代負担比率が高

いほど、将来的な財政運営という観点からは、安全性が高いと言えます。その一

方で、社会資本は長期にわたって利用されるものであるため、負担の公平性の観

点からは、必ずしも高ければいいとは言いきれません。 

 

 

②歳入額対資産比率 

歳入総額に対する資産の比率を算定します。資産の形成に何年分の歳入が充当

されたかを見ることができます。 

 

歳入額対資産比率＝3.6 

計算式＝【資産合計】42,736,128千円÷【歳入総額】11,739,540千円 

 

平均的な値としては、３．０～７．０の間とされています。数値が大きいほど、

資産形成が進んでいると考えられます。その反面、維持管理に関する経費が多く

なり、負担が大きくなるとも言えます。 
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③資産老朽化比率 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額

の割合を算定します。耐用年数と比較して償却資産の取得から、どのくらい経過

しているのかを全体として把握することができます。 

 

資産老朽化比率＝63.9％ 

計算式＝【減価償却累計額】35,380,347千円÷【有形固定資産累計額】55,388,870千円

×100 

 

平均的な値としては、３５％～５０％の間とされています。          

 

※有形固定資産からは土地、立木竹、建設仮勘定、物品の金額を除いています。 

 

④受益者負担比率 

行政コスト計算書における経常収益は、いわゆる受益者負担の金額です。経常

収益の行政コストに対する割合を算定します。 

 

受益者負担比率＝3.7％ 

計算式＝【経常収益】367,373千円÷【経常費用】9,982,020千円×100 

 

平均的な値としては、２％～８％の間とされています。 

 

 

⑤行政コスト対公共資産比率 

経常行政コストの公共資産に対する比率を算定します。資産を活用するために、

どれだけのコストがかけられているか、どれだけの資産でどれだけの行政サービ

スを提供しているか等、資産が効率的に活用されているかを分析することができ

ます。 

 

行政コスト対公共資産比率＝27.9％ 

計算式＝【経常費用】9,982,020千円÷【有形固定資産】35,807,558千円×100 

 

平均的な値としては、１０％～３０％の間とされています。 

行政コスト対公共資産比率が低い場合は、社会資本整備が進んでいるとも言え

ますが、行政サービスの水準に比して社会資本が過剰である可能性もあります。 
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逆に、行政コスト対公共資産比率が高い場合は、少ない社会資本で効率的に行

政サービスを行っているとも言えますが、社会資本整備が不足している可能性も

あります。 

 

 

⑥行政コスト対税収等比率 

純行政コストの一般財源等に対する比率を算定します。当該年度の純行政コス

トのうち、どのくらいが当該年度の負担で賄われたかがわかります。 

 

行政コスト対税収等比率＝102.7％ 

計算式＝【純行政コスト】9,719,147千円÷(【税収等】6,859,386千円＋【補助

金等受入】2,605,336千円)×100 

 

平均的な値としては、９０％～１１０％の間とされています。 

 

 

⑦地方債の償還可能年数 

地方債について、経常的に確保できる資金で返済する場合に、何年で返済でき

るかを算定します。地方債の多寡や債務返済能力を測る指標です。 

 

地方債の償還可能年数＝9.0年 

計算式＝【地方債残高】7,199,686千円÷【業務活動収支】799,662千円 

 

平均的な値としては、３年～９年の間とされています。この指標の数値が小さ

いほど、借金の経常的収支に対する負担は軽く、債務償還能力が高いことになり

ます。 

 

 

⑧まとめ 

財務諸表を分析することによって、いくつかの課題が見えてきます。そのポイ

ントは次のとおりです。 
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・資産管理 

有形固定資産をはじめ、資産の状況を適切に把握することで、その管理等に伴

う財政負担を予測することができます。固定資産台帳の更新を進める中で、長期

的な視野で、修繕や建て替えなどにも備えていかなければなりません。 

 

・債権管理 

町税、分担金・負担金、使用料・手数料、貸付金などの延滞債権について、今

後とも、その徴収に向けての努力を継続していかなければなりません。また、不

納欠損などの処理については、債権残高、負担の公平性に影響するものであるた

め、慎重に進めていく必要があります。 

 

・負債管理 

負債の大部分は地方債です。事業にあたり、その財源として地方債を充てるこ

とは、整備される施設の長期的利用、世代間の負担平準化などの観点からも避け

ることはできません。後年度負担が過大とならないよう、返済を意識した計画的

な借入を検討していかなければなりません。 

 

・引当金管理 

貸借対照表では、投資損失引当金、徴収不能引当金、退職手当引当金、損失補

償等引当金、賞与等引当金が引当金項目として設定されています。設定の条件な

どから考えると、実際の支出にすぐに結びつくものではありませんが、単年度予

算の枠をこえて、将来の支出に備えるという視点は再認識しなければなりません。 

 

・コスト管理 

コスト削減は、そのコストの性質・特徴を把握しながら進めていくことが重要

となります。例えば、社会保障給付は法律に定められたものが多いため、その削

減可能性は限られたものとなります。その一方で、物件費は、旅費、消耗品費、

委託料等からなるため、各事業の見直しに伴い、削減できる可能性が高いと言え

ます。 

 

・収支管理 

前年度からの繰越金を除く当該年度の収入は、当該年度の支出を上回っている

状況です。こうした収支状況を毎年度維持し、支出額が収入額を上回る支出超過

が発生する事のないよう、しっかりとした収支管理を行っていく必要があります。 
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（２）地方公共団体全体の財務書類４表 

 

○貸借対照表（Ｐ１８） 

地方公共団体全体における資産は、これまでに５２２億７千万円の資産を

形成してきました。そのうち、純資産である３７５億円は過去の世代や、国

や県からの負担で支払いが済んでおりますが、負債となる１４７億４千万円

は将来世代の負担となるものです。 

一般会計の貸借対照表と比較すると公共資産を中心に資産全体が増加し

ており、地方公営事業会計の資産が大きいことがわかります。 

 

○行政コスト計算書（Ｐ１９） 

令和５年度の経常費用の合計１５９億１千万円から、町民の皆様にご負担

いただいた使用料等を差し引いた純経常行政コストは１４９億２千万円と

なっています。 

一般会計の純行政コストと比較して５３億１千万円の増加となっており、

地方公営事業会計の規模の大きさがわかります。 

 

○純資産変動計算書（Ｐ２０） 

令和５年度の地方公共団体全体の純行政コストに税収や国県等補助金の

収入を加味した結果、純資産は当該年度に４億７千万円減少し３７５億円と

なり、次年度へ引き継ぐ資産を減少させています。 

 

○資金収支計算書（Ｐ２１） 

地方公共団体全体の資金は前年度末の残高から比較すると１億８千万円

ほど増加しており、本年度末資金残高は１８億６千万円となっています 

17



【様式第１号】

全体貸借対照表
（令和 6年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 47,743,341 固定負債 13,164,843 

有形固定資産 43,418,285 地方債等 9,875,500 
事業用資産 11,307,263 長期未払金 - 

土地 3,503,193 退職手当引当金 1,121,684 
立木竹 50,986 損失補償等引当金 - 
建物 19,680,407 その他 2,167,659 
建物減価償却累計額 △ 13,197,779 流動負債 1,576,953 
工作物 1,426,197 １年内償還予定地方債等 1,084,098 
工作物減価償却累計額 △ 798,132 未払金 266,795 
船舶 - 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 - 前受金 - 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 10,607 
航空機 - 預り金 209,816 
航空機減価償却累計額 - その他 5,637 
その他 - 14,741,795 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 642,391 固定資産等形成分 50,318,687 

インフラ資産 31,405,547 余剰分（不足分） △ 12,793,669 
土地 11,426,294 
建物 1,035,298 
建物減価償却累計額 △ 636,263 
工作物 44,181,060 
工作物減価償却累計額 △ 25,160,106 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 559,264 

物品 2,891,425 
物品減価償却累計額 △ 2,185,949 

無形固定資産 1,062,554 
ソフトウェア 5,865 
その他 1,056,688 

投資その他の資産 3,262,502 
投資及び出資金 72,579 

有価証券 - 
出資金 49,618 
その他 22,961 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 128,557 
長期貸付金 - 
基金 3,084,846 

減債基金 - 
その他 3,084,846 

その他 - 
徴収不能引当金 △ 23,480 

流動資産 4,523,473 
現金預金 1,857,427 
未収金 92,376 
短期貸付金 - 
基金 2,575,347 

財政調整基金 1,641,358 
減債基金 933,988 

棚卸資産 1,922 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 3,599 

繰延資産 - 37,525,018 
52,266,814 52,266,814 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

埼玉県児玉郡上里町
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【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 15,914,894 

業務費用 6,226,013 

人件費 1,730,456 

職員給与費 1,449,955 

賞与等引当金繰入額 12,394 

退職手当引当金繰入額 663 

その他 267,444 

物件費等 4,053,461 

物件費 2,287,760 

維持補修費 247,504 

減価償却費 1,518,198 

その他 - 

その他の業務費用 442,096 

支払利息 75,132 

徴収不能引当金繰入額 3,689 

その他 363,275 

移転費用 9,688,881 

補助金等 8,056,682 

社会保障給付 1,411,337 

他会計への繰出金 219,588 

その他 1,274 

経常収益 991,168 

使用料及び手数料 631,825 

その他 359,343 

純経常行政コスト 14,923,726 

臨時損失 104,867 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 103,241 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 1,626 

臨時利益 - 

資産売却益 - 

その他 - 

純行政コスト 15,028,593 

科目

埼玉県児玉郡上里町
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【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 37,996,391 51,307,128 △ 13,310,737 

純行政コスト（△） △ 15,028,593 △ 15,028,593 

財源 14,996,846 14,996,846 

税収等 9,038,623 9,038,623 

国県等補助金 5,958,223 5,958,223 

本年度差額 △ 31,747 △ 31,747 

固定資産等の変動（内部変動） △ 517,789 517,789 

有形固定資産等の増加 1,248,318 △ 1,248,318 

有形固定資産等の減少 △ 1,552,962 1,552,962 

貸付金・基金等の増加 775,989 △ 775,989 

貸付金・基金等の減少 △ 989,134 989,134 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 449,023 △ 449,023 

その他 9,398 △ 21,628 31,026 

本年度純資産変動額 △ 471,373 △ 988,440 517,068 

本年度末純資産残高 37,525,018 50,318,687 △ 12,793,669 

科目 合計

埼玉県児玉郡上里町
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【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 14,394,782 

業務費用支出 4,705,901 
人件費支出 1,856,241 
物件費等支出 2,569,601 
支払利息支出 75,132 
その他の支出 204,926 

移転費用支出 9,688,881 
補助金等支出 8,056,682 
社会保障給付支出 1,411,337 
他会計への繰出支出 219,588 
その他の支出 1,274 

業務収入 15,660,134 
税収等収入 9,008,429 
国県等補助金収入 5,783,574 
使用料及び手数料収入 632,195 
その他の収入 235,936 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 2 
業務活動収支 1,265,354 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,878,257 
公共施設等整備費支出 1,110,977 
基金積立金支出 628,811 
投資及び出資金支出 13,563 
貸付金支出 - 
その他の支出 124,906 

投資活動収入 1,054,076 
国県等補助金収入 193,570 
基金取崩収入 853,475 
貸付金元金回収収入 962 
資産売却収入 - 
その他の収入 6,069 

投資活動収支 △ 824,180 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,239,296 
地方債等償還支出 1,239,296 
その他の支出 - 

財務活動収入 781,797 
地方債等発行収入 768,234 
その他の収入 13,563 

財務活動収支 △ 457,499 
本年度資金収支額 △ 16,325 
前年度末資金残高 1,668,985 
本年度末資金残高 1,652,659 

前年度末歳計外現金残高 11,273 
本年度歳計外現金増減額 193,495 
本年度末歳計外現金残高 204,768 
本年度末現金預金残高 1,857,427 

科目

埼玉県児玉郡上里町
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1　重要な会計方針

(1)　有形固定資産等の評価基準及び評価方法

　原則として取得原価により計上しています。ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものは備忘
価額１円としています。；なお、行政サービス提供能力が著しく減少した場合等は、相当の減額を行った後の価額
で計上しています。

(2)　有形固定資産等の減価償却の方法

　定額法により算定しています。

(3)　引当金の計上基準及び算定方法

ア徴収不能引当金
　長期延滞債権、未収金、貸付金及び基金貸付金の徴収不能又は回収不能に備えるため、徴収不能見込額又は回収
不能見込額を計上しています。
イ賞与等引当金
　職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額等のうち、財務諸表作成基準日において発生している
と認められる金額を計上しています。
ウ退職手当引当金
　職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務諸表作成基準日において在職する職員が自己都合により退職す
るとした場合の退職手当要支給額を計上しています。

(4)　リース取引の処理方法

　ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(5)　全体資金収支計算書における資金の範囲

地方自治法第235条の4第1項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

(6)　その他全体財務書類作成のための基本となる重要な事項

ア会計間の相殺消去
　会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。
イ消費税及び地方消費税の会計処理
　税込方式によっています。ただし、水道事業会計及び下水道事業会計は税抜方式によっています。

2　追加情報（財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項）

(1)　連結対象団体について

　一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、農業集落排水事業特別会計、
水道事業会計、下水道事業会計

(2)　出納整理期間について

　地方自治法第235条の5の規定により出納整理期間が設けられています。水道事業会計及び下水道事業会計を除
き、当会計年度にかかる出納整理期間（令和6年4月1日～5月31日）における現金の受払等を終了した後の計数を
もって会計年度末の計数としています。

(3)　表示金額単位

　各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

注記

埼玉県児玉郡上里町
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（３）連結財務書類４表 

 

○貸借対照表（Ｐ２４） 

連結全体における資産は５８３億円であり、そのうち４２８億円は過去の

世代や、国や県からの負担で支払いが済んでおりますが、負債となる１５４

億６千万円は将来世代の負担となるものです。 

地方公共団体全体の貸借対照表と比較すると、資産や負債の全体額が増え

ているのは、一部事務組合や第三セクターなどと連結していることが影響し

ています。 

 

○行政コスト計算書（Ｐ２５） 

連結全体において、経常費用の２００億３千万円から、町民の皆様にご負

担いただいた使用料等を差し引いた純経常行政コストは１８７億９千万円

となっています。 

地方公共団体全体の純行政コストと比較して３８億６千万円の増加とな

っており、いずれも一部事務組合及び広域連合の人件費などの経常費用の増

加が主な要因となっています。 

 

○純資産変動計算書（Ｐ２６） 

令和５年度の地方公共団体全体の純行政コストに税収や国県等補助金の収

入を加味した結果、純資産は当該年度に５億７千万円減少し４２８億円とな

り、次年度へ引き継ぐ資産が減少しています。 

 

○資金収支計算書（Ｐ２７） 

連結すると、前年度に比べ資金は１億８千万円増加しています。地方公共

団体全体の資金残高と比べ、土地開発公社、一部事務組合・広域連合、第三

セクターを連結することにより３０億４千万円ほど増加となっています。 
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【様式第１号】

連結貸借対照表
（令和 6年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 50,657,630 固定負債 13,695,906 

有形固定資産 45,988,350 地方債等 10,069,105 
事業用資産 13,814,010 長期未払金 - 

土地 3,975,721 退職手当引当金 1,459,129 
立木竹 50,986 損失補償等引当金 - 
建物 24,986,905 その他 2,167,672 
建物減価償却累計額 △ 16,470,148 流動負債 1,765,408 
工作物 1,426,349 １年内償還予定地方債等 1,187,907 
工作物減価償却累計額 △ 798,195 未払金 273,517 
船舶 260 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 △ 260 前受金 - 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 68,694 
航空機 - 預り金 212,127 
航空機減価償却累計額 - その他 23,164 
その他 189,804 15,461,313 
その他減価償却累計額 △ 189,804 【純資産の部】
建設仮勘定 642,391 固定資産等形成分 53,298,516 

インフラ資産 31,405,547 余剰分（不足分） △ 10,463,513 
土地 11,426,294 他団体出資等分 - 
建物 1,035,298 
建物減価償却累計額 △ 636,263 
工作物 44,181,060 
工作物減価償却累計額 △ 25,160,106 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 559,264 

物品 3,407,584 
物品減価償却累計額 △ 2,638,790 

無形固定資産 1,062,554 
ソフトウェア 5,865 
その他 1,056,688 

投資その他の資産 3,606,726 
投資及び出資金 37,579 

有価証券 - 
出資金 14,618 
その他 22,961 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 129,688 
長期貸付金 - 
基金 3,433,503 

減債基金 - 
その他 3,433,503 

その他 30,135 
徴収不能引当金 △ 24,179 

流動資産 7,638,687 
現金預金 4,902,251 
未収金 97,227 
短期貸付金 - 
基金 2,640,887 

財政調整基金 1,706,898 
減債基金 933,988 

棚卸資産 1,922 
その他 - 
徴収不能引当金 △ 3,599 

繰延資産 - 42,835,004 
58,296,317 58,296,317 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

埼玉県児玉郡上里町
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【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 20,025,674 

業務費用 7,615,607 

人件費 2,248,841 

職員給与費 1,935,645 

賞与等引当金繰入額 41,445 

退職手当引当金繰入額 1,218 

その他 270,533 

物件費等 4,920,655 

物件費 2,950,849 

維持補修費 251,185 

減価償却費 1,683,298 

その他 35,323 

その他の業務費用 446,110 

支払利息 75,978 

徴収不能引当金繰入額 4,388 

その他 365,745 

移転費用 12,410,067 

補助金等 8,130,781 

社会保障給付 4,058,001 

他会計への繰出金 219,588 

その他 1,698 

経常収益 1,246,900 

使用料及び手数料 692,771 

その他 554,129 

純経常行政コスト 18,778,774 

臨時損失 104,867 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 103,241 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 1,626 

臨時利益 - 

資産売却益 - 

その他 - 

純行政コスト 18,883,641 

科目

埼玉県児玉郡上里町
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【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 43,404,855 54,409,095 △ 11,004,241 0 

純行政コスト（△） △ 18,883,641 △ 18,883,641 0 

財源 18,743,419 18,743,419 0 

税収等 11,855,493 11,855,493 0 

国県等補助金 6,887,926 6,887,926 0 

本年度差額 △ 140,222 △ 140,222 0 

固定資産等の変動（内部変動） △ 646,286 646,286 

有形固定資産等の増加 1,265,938 △ 1,265,938 

有形固定資産等の減少 △ 1,717,708 1,717,708 

貸付金・基金等の増加 821,398 △ 821,398 

貸付金・基金等の減少 △ 1,015,913 1,015,913 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 449,023 △ 449,023 

他団体出資等分の増加 - - 

他団体出資等分の減少 - - 

比例連結割合変更に伴う差額 3,022 △ 30 3,052 

その他 16,372 △ 15,240 31,612 

本年度純資産変動額 △ 569,851 △ 1,110,579 540,728 0 

本年度末純資産残高 42,835,004 53,298,516 △ 10,463,513 0 

科目 合計

埼玉県児玉郡上里町
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【様式第４号】

連結資金収支計算書
自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 18,337,531 

業務費用支出 5,927,464 
人件費支出 2,371,835 
物件費等支出 3,248,953 
支払利息支出 75,978 
その他の支出 230,697 

移転費用支出 12,410,067 
補助金等支出 8,130,781 
社会保障給付支出 4,058,001 
他会計への繰出支出 219,588 
その他の支出 1,698 

業務収入 19,679,241 
税収等収入 11,825,233 
国県等補助金収入 6,722,092 
使用料及び手数料収入 693,141 
その他の収入 438,774 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 2 
業務活動収支 1,341,712 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,934,624 
公共施設等整備費支出 1,128,915 
基金積立金支出 666,167 
投資及び出資金支出 14,637 
貸付金支出 - 
その他の支出 124,906 

投資活動収入 1,076,907 
国県等補助金収入 193,570 
基金取崩収入 876,306 
貸付金元金回収収入 962 
資産売却収入 - 
その他の収入 6,069 

投資活動収支 △ 857,717 
【財務活動収支】

財務活動支出 1,342,365 
地方債等償還支出 1,339,215 
その他の支出 3,150 

財務活動収入 840,802 
地方債等発行収入 827,239 
その他の収入 13,563 

財務活動収支 △ 501,563 
本年度資金収支額 △ 17,568 
前年度末資金残高 4,713,989 
比例連結割合変更に伴う差額 460 
本年度末資金残高 4,696,880 

前年度末歳計外現金残高 11,880 
本年度歳計外現金増減額 193,491 
本年度末歳計外現金残高 205,371 
本年度末現金預金残高 4,902,251 

科目
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1　重要な会計方針

(1)　有形固定資産等の評価基準及び評価方法

　原則として取得原価により計上しています。ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものは備忘
価額１円としています。

(2)　有形固定資産等の減価償却の方法

　定額法により算定しています。

(3)　引当金の計上基準及び算定方法

ア徴収不能引当金
　長期延滞債権、未収金、貸付金及び基金貸付金の徴収不能又は回収不能に備えるため、徴収不能見込額又は回収
不能見込額を計上しています。
イ賞与等引当金
　職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額等のうち、財務諸表作成基準日において発生している
と認められる金額を計上しています。
ウ退職手当引当金
　職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務諸表作成基準日において在職する職員が自己都合により退職す
るとした場合の退職手当要支給額を計上しています。

(4)　リース取引の処理方法

　ファイナンス・リース取引については通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっています。

(5)　連結資金収支計算書における資金の範囲

　地方自治法第235条の4第2項に規定する歳入歳出外現金を除く現金としています。

(6)　その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項

ア会計間の相殺消去
　連結対象団体（会計）間の繰入繰出額及び債権債務額等を相殺消去した金額で表示しています。
イ消費税及び地方消費税の会計処理
　税込方式によっています。ただし、水道事業会計及び下水道事業会計は税抜方式によっています。

2　追加情報（財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項）

(1)　連結対象団体について

①地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。
②第三セクター等は、出資割合等が50％を超える団体（出資割合等が50％以下であっても業務運営に実質的に主導
的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としています。
③一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。

【地方三公社】
　・上里町土地開発公社（出資、出捐比率が50%以上：全部連結）
【第三セクター等】
　・上里町文化振興協会（出資、出捐比率が50%以上：全部連結）
　・上里町社会福祉協議会（人件費等補助団体：全部連結）
【一部事務組合・広域連合】
　・児玉郡市広域市町村圏組合（加入団体：比例連結　22.64%）
　・本庄上里学校給食組合（加入団体：比例連結　35.77%）
　・埼玉県市町村総合事務組合（加入団体：比例連結　0.81%）
　・彩の国さいたま人づくり広域連合（加入団体：比例連結　0.78%）
　・埼玉県後期高齢者医療広域連合（加入団体：比例連結　0.31%）

注記
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(2)　出納整理期間について

　地方自治法第235条の5の規定により出納整理期間が設けられています。水道事業会計及び下水道事業会計を除
き、当会計年度にかかる出納整理期間（令和6年4月1日～5月31日）における現金の受払等を終了した後の計数を
もって会計年度末の計数としています。

(3)　表示金額単位

　各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。
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